
短時間勤務制度
・事業主は、一定の条件を満たす３歳未満の子を養育す
　る男女労働者について、短時間勤務制度（１日原則とし
　て６時間）を設けなければならないことになっています。
 

所定外労働の制限
・事業主は、一定の条件を満たす３歳未満の子を養育す
　る男女労働者から請求があった場合は、所定外労働を
　させてはならないことになっています。

子の看護休暇 時間外労働、深夜業の制限
　小学校の入学前の子を養育する労働者は、
会社に申し出ることにより、年次有給休暇と
は別に１年につき子が１人なら５日まで、子
が２人以上なら１０日まで、病気やけがをし
た子の看護、予防接種及び健康診断のために
休暇を取得することができます。
（有給か無給かは会社の定めによります。）

　小学校入学前の子を養育する一定の労働者
から請求があった場合は、１ヶ月２４時間、
１年１５０時間を超える時間外労働をさせて
はならないことになっています。
　また、深夜（午後１０時から午前５時まで）
において労働させてはならないことになって
います。

平成24年７月１日からは、常時100人以下の労働者を雇用する
事業主についても、適用となります。

平成24年７月１日からは、常時100人以下の労働者を雇用する
事業主についても、適用となります。

「女性にやさしい職場づくりナビ mobile」　
（http://www.bosei-navi.go.jp/mobile/）
右のQRコードからアクセスできます。

再校組版担当：岡田

お住まいの市区町村の窓口にで
きるだけ早く妊娠の届出を行い
ましょう。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/maternity_mark.html

（育児・介護休業法第16条の8）

　平成２２年４月１日以降に、１歳未満の子を養育するために育児休業を取得した等の一定要件を満たした方が対象で、原則と
して休業開始時の賃金の40％（ただし、当分の間は50％）が支給されます。
※平成22年３月31日までに育児休業を取得された方で一定要件を満たした場合には「育児休業基本給付金」と「育児休業者職
　場復帰給付金」が支給されます。

パパ・ママ育休プラス

　父母ともに育児休業を取得する場合は休業可
能期間が延長され、子が１歳２ヶ月に達するま
での間に父母それぞれ１年間まで育児休業を取
得できます。

　会社の規定を確認し、育児休業を取得する場
合は、遅くとも休業開始１ヶ月前までに会社に
育児休業申出書を提出しましょう。
　規定がない場合でも、育児・介護休業法に
よって請求ができます。
　１歳から１歳６ヶ月までの育児休業について
は、休業開始予定日から希望どおり休業するに
は、その２週間前までに申し出てください。

　１歳に満たない子を養育する労働者は、男女
を問わず、希望する期間子どもを養育するため
に休業することができます。

　正社員だけではなく、契約期間の定めのある
労働者であっても、一定の要件を満たしていれ
ば育児休業を取ることができます。

　休業取得を申し出た時点において、次の
①、②のいずれにも該当する期間雇用者は育
児休業を取得することができます。

①同一の事業主に引き続き雇用された期間が１
　年以上であること
②子が１歳に達する日を超えて引き続き雇用さ
　れることが見込まれること（子が１歳に達す
　る日から１年を経過する日までに労働契約が
　満了し、更新されないことが明らかである者
　を除く）

雇用保険による育児休業給付金の支給


